
2025年2月5日、厚生労働省において第16回労働政策審議会「同一労働同一賃金部会」が開
催された。議題は「同一労働同一賃金の施行5年後見直しについて」。働き方改革関連法におい
て、政府は「この法律の施行後5年を目途として、（略）改正後の各法律の施行の状況等を勘案
しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
とする」と定めている。2020年4月1日に施行された改正労働者派遣法は今年、その5年を迎え
る。同日の部会では、その「5年後見直し」に向けた議論がスタート。ここでは当日の会議資料を
基に、出席委員から指摘された「5年後見直し」の焦点となりうる重要テーマ、そして改正労働
者派遣法におけるこれまでの施行状況などを振り返ってみたい。	 （本誌　伊藤秀範）

同一労働同一賃金の
「施行5年後見直し」	 議論始まる

特集

「同一労働同一賃金部会」出席委員が指摘する
「施行状況の課題」、そして「今後の論点」とは？

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
（平成30年法律第71号） （抄）
附則

（検討）
第12条 （略）
2 （略）
3 政府は、第2項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後
のそれぞれの法律（以下、この項において「改正後の各法律」という。）の規定について、労働者と使用者の協
議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態または就業形態の異なる労働者の間
の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状
況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと
する。
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委員から指摘された
今後、議論すべき「主な論点」とは？

「労働者代表委員」から、今後の検討に向けた課題点が集中

強
化
」
が
あ
る
。

同
法
第
31
条
の
２
の
４
項
に
は
「
派

遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣

労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、

当
該
派
遣
労
働
者
に
対
し
、
当
該
派
遣

労
働
者
と
第
26
条
第
８
項
に
規
定
す
る

比
較
対
象
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相

違
の
内
容
及
び
理
由
並
び
に
第
30
条
の

３
か
ら
６
ま
で
の
規
定
に
よ
り
措
置
を

講
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に

関
す
る
決
定
を
す
る
に
当
た
つ
て
考
慮

し
た
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

労
働
者
代
表
委
員
の
一
人
は
、
資
料

（
施
行
状
況
の
調
査
デ
ー
タ
）
に
あ
る

「
待
遇
差
の
内
容
や
理
由
に
関
す
る
説

明
を
求
め
た
こ
と
が
あ
る
か
」
と
い
う

質
問
で
、
92
％
が
「
な
い
」
と
回
答
し

て
い
る
デ
ー
タ
と
併
せ
て
、
先
の
条
文

の
「
派
遣
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た

と
き
は
」
と
い
う
部
分
と
の
関
連
で
、

「
説
明
を
求
め
た
こ
と
は
あ
る
が
、
勤

め
先
か
ら
説
明
は
な
か
っ
た
」
が
２
・

６
％
も
あ
る
点
を
問
題
視
。「
説
明
義

務
の
強
化
」
の
さ
ら
な
る
強
化
へ
向
け

た
今
後
の
課
題
と
し
て
、
条
文
の
「
派

遣
労
働
者
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き

は
」
の
削
除
検
討
も
提
案
し
た
。

ま
た
、
今
後
の
さ
ら
な
る
実
効
性
の

担
保
に
向
け
た
論
点
と
し
て
、
労
働
者

施
行
状
況〝
評
価
〟

労
働
側
は「
辛
口
」相
次
ぐ

会
議
中
に
お
け
る
発
言
の
大
半
は

「
労
働
者
代
表
委
員
」
で
あ
っ
た
。
委

員
全
員
が
意
見
を
述
べ
た
労
働
者
側
と

は
対
照
的
に
、
使
用
者
側
か
ら
の
意
見

は
わ
ず
か
。

こ
れ
ま
で
の
改
正
労
働
者
派
遣
法

「
施
行
状
況
」
の
〝
評
価
〟
に
お
け
る
、

「
労
使
」
の
攻
守
ス
タ
ン
ス
、
意
気
込

み
の
違
い
な
ど
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
、

象
徴
的
な
部
会
で
は
あ
っ
た
。

次
頁
以
降
に
、
委
員
発
言
を
基
に
し

た
今
後
の
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
施

行
5
年
後
見
直
し
」
に
向
け
た
重
要
な

論
点
に
な
り
う
る
テ
ー
マ
を
、「
委
員

か
ら
指
摘
さ
れ
た
『
今
後
、
議
論
す
べ

き
論
点
』」
と
し
て
紹
介
し
た
。

複
数
の
労
働
者
代
表
委
員
か
ら
は
、

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
施
行
状
況
が
、

「
本
来
の
〝
目
的
〟」
に
沿
っ
た
内
容
に

な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
疑
問
と
と
も
に
、
今
後
の
議
論
に
よ

る
是
正
の
必
要
性
に
関
す
る
発
言
が
目

立
っ
た
。

改
正
労
働
者
派
遣
法
に
お
け
る
大
き

な
改
正
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
に
「
労
働
者

に
対
す
る
待
遇
に
関
す
る
説
明
義
務
の

待遇に関する説明義務は十分か
―「待遇差の内容や理由に関する説明の求めの有無・説明の有無」について

労働者代表委員から指摘された
「今後、議論すべき論点」①

「待遇差の内容や理由に関する説明を求めたことがあるか」という質問で、92%が「ない」と回
答。さらに「説明を求めたことはあるが、勤め先から説明はなかった」が2・6%もある。待遇差の説明
を受けることができなければ、自身の待遇が不合理なものなのかどうかを知ることや、是正を求める
こともできないと考える。
また、「待遇差の内容や理由に関する説明に納得したか」について、「納得できないことがあっ
た」が42・5%もあり、この状況で説明責任が適切に果たされているのか。こうした実態を踏まえる
と、待遇差の説明義務の一層の評価が必要であると考える。例えばパート・有期法の14条2、およ
び派遣法31条の2の4項の「求めがあつたときに」の削除を行うなどの議論を行う必要があるので
はないか。

労働者
代表委員

（待遇に関する事項等の説明）
第31条の2
4　派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と
第26条第8項に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第30条の3から第30条の6ま
での規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項を説明しなければ
ならない。

（資料出所）JILPT「同一労働同一賃金の対応状況等に関する調査（労働者調査）」（2023年）
速報値をもとに厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課にて作成。速報値であるため、数値が改訂される可能性がある。

■説明を求めたことがあり、勤め先から説明があった
■説明を求めたことはあるが、勤め先から説明はなかった
■説明を求めたことはないが、勤め先から説明があった
■説明を求めたことはないが、説明に代わる書面等が交付された
■説明を求めたことがなく、説明も書面等も一切ない
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「待遇差の内容や理由に関する説明を求めたことがあるか」（n=1万）
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代
表
委
員
か
ら
は
「
派
遣
先
の
協
力
と

配
慮
義
務
」
に
つ
い
て
の
課
題
も
挙
が

っ
た
。
特
に
派
遣
元
調
査
デ
ー
タ
に
お

い
て
「
派
遣
先
均
等
均
衡
方
式
で
派
遣

先
の
協
力
が
十
分
に
得
ら
れ
な
い
」
と

い
う
事
業
者
が
９
・
３
％
も
存
在
し
て

い
る
点
を
問
題
視
。
今
後
の
部
会
で
は

こ
こ
の
「
派
遣
先
の
協
力
」
の
現
状
と

課
題
に
つ
い
て
の
議
論
も
活
発
化
し
そ

う
だ
。

そ
れ
以
外
の
重
要
論
点
に
つ
い
て
は
、

以
降
の
「
今
後
、
議
論
す
べ
き
論
点
」

を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
が
、
一
つ
、「
施

行
5
年
後
見
直
し
」
に
向
け
た
今
後
の

議
論
で
注
目
し
た
い
の
が
、「
無
期
雇

用
フ
ル
タ
イ
ム
労
働
者
へ
の
同
一
労
働

同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
考
え
方
の

波
及
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
労
働
者
代
表
委

員
か
ら
も
、
無
期
転
換
行
使
で
「
同
一

労
働
同
一
賃
金
の
枠
組
み
」
か
ら
外
れ

る
こ
と
へ
の
問
題
点
に
つ
い
て
の
言
及

が
あ
っ
た
。
有
期
雇
用
の
派
遣
労
働
者

が
無
期
転
換
を
し
、「
同
一
労
働
同
一
賃

金
の
枠
組
み
」か
ら
外
れ
る
こ
と
で「
不

利
益
」
が
生
じ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、

関
連
の
調
査
デ
ー
タ
の
集
積
が
必
要
だ

が
、
本
誌
に
お
い
て
も
、
派
遣
労
働
者

に
対
す
る
実
態
調
査
の
中
で
独
自
に
調

査
を
進
め
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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同一労働同一賃金の「施行5年後見直し」議論始まる


